
　雇用保険関係手続の多くは、平成１６年３月より、インターネット
を利用した電子申請が可能となっています。
　電子申請による雇用保険関係の手続については、平成１８年４月に
添付書類の簡素化を実施するなど、更に便利にお使いいただけるよう
措置を講じているところです。
　パンフレットをお読みのみなさま、これを機に、是非とも電子申請
をご利用いただくようお願いいたします。

(７)　平成２０年１月７日　

ハローワークからのお知らせ

　はじめよう電子申請
◇◇雇用保険関係手続の電子申請のご案内◇◇

事業主・被保険者のみなさまへ

　従来、公共職業安定所の窓口で受け付けていた申請・届出等の手続を、お手元

のパソコンからインターネット経由で電子的に行うものです。

　これにより、多くの雇用保険手続が、ご自宅・企業の事務所等から、２４時間

３６５日行うことができます。

電子申請(オンライン申請)とは？

電子申請のメリットは？

電子申請にはこんなメリットがあります。

安定所の窓口へ
行かなくてすむ

安定所が閉庁してい
るときも申請できる

手続により添付
書類を省略できる

申請書を取り寄
せる必要がない

チェック機能で事前に
記 入 誤 り 等 を 防 止

～はじめよう　届出・申請　オンライン～
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